
議員提出第９号議案  

 

   民営火葬場の火葬料金を届け出制とする法整備及び火葬料金適正

化の推進を求める意見書  

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定により提

出する。  

  令和５年１２月２０日  

        提  出  者  

足立区議会議員   た だ  太 郎 

同         白 石  正 輝 

同         小 泉  ひ ろ し 

同         横 田  ゆ う 

同         銀 川  ゆ い 子 

同         野 沢  て つ や 

同         太 田  せいいち 

 

足立区議会議長   工  藤  てつや   様  

 

（提案理由）  

 国会及び政府並びに東京都に対し、民営火葬場における火葬料金を届

け出制とする法整備及び火葬料金適正化を推進するよう求めるため、本

案を提出する。  

 



民営火葬場の火葬料金を届け出制とする法整備及び火葬料金適正化の推

進を求める意見書  

 

現在、特別区内には、公営２カ所、民営７カ所の火葬場があるが、足

立区及び周辺区には公営火葬場がない。特別区以外の自治体においては

公営火葬場が多いのに対し、特別区内では民営火葬場が大半を占めてい

る。営利を追求する民営火葬場は、原油価格の高騰等の影響を受けた際

に、公営火葬場にはない燃料費特別付加火葬料（燃料サーチャージ）を

導入する等、公営火葬場に比べ火葬場利用料が高額になっている。  

自治体や経営主体の違いで料金格差が大きくなりすぎるのは問題であ

り、民営火葬場を利用せざるを得ない住民にとっては大きな負担となっ

ている。  

墓地、埋葬等に関する法律は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び

埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉

の見地から、支障なく行われることを目的とする」とし、その経営につ

いては、非営利性が確保されなければならない。  

よって、足立区議会は国会及び政府並びに東京都に対し、民営火葬場

を使用する住民が不利益を被ることのないよう、下記事項について強く

求めるものである。  

記  

１  国は、火葬場における火葬料金を届け出制とし、公益目的に則って

適正な経営が行われるための法整備を行うこと。  

２  東京都は、都内の民営火葬場が公益目的に則って適正な経営が行わ

れるよう指導するとともに、火葬料金の適正化を推進すること。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。  

 令和   年   月   日  

                   議   長   名  

衆議院議長  



参議院議長  

内閣総理大臣   あ  て  

総務大臣  

厚生労働大臣  

東京都知事  

 


